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（訂正）自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 
 

 

 平成 30 年２月 22 日付「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ（会社法 165 条第

２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）」の記載内容に一部訂正がございまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 

記 

 
【訂正前】 

（１）タイトル 

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法 165 条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

（２）リード文 

シェアリングテクノロジー株式会社（以下：シェアテク）は、平成 30 年２月 22 日開催

の臨時取締役会において、以下のとおり、会社法第 165 条第３項の規定により読み替え

て適用される同法 156 条及び当社定款の規定に基づき、自己株式取得に係る事項につい

て決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  



 

【訂正後】 

（１）タイトル 

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

（会社法第 459 条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得） 

 

（２）リード文 

シェアリングテクノロジー株式会社（以下：シェアテク）は、平成 30 年２月 22 日開催

の臨時取締役会において、以下のとおり、会社法第 459 条第１項及び当社定款 43 条の規

定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

 

 

以上 


